
届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 7年 3月21日　から　令和 7年 3月25日　　歯科］ 令和 7年 3月26日作成 1 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

010,156,9 医療法人社団　たけは
ら歯科

〒631-0014
奈良市朝日町１－５－１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第473号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第49号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

010,160,1 医療法人　良寿会　お
かだ歯科医院

〒630-8306
奈良市紀寺町４１４番地
５

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第888号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第83号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

010,413,4 姫嶋歯科医院 〒631-0043
奈良市菅野台１－３４

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第889号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

010,523,0 畑下歯科医院 〒631-0843
奈良市疋田町４丁目１２
８－１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第186号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

010,633,7 ひがしうら歯科 〒630-8233
奈良市小川町５番地の４

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第287号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

010,639,4 有山よしのぶ歯科医院 〒631-0821
奈良市西大寺東町２－１
－５３ＦＢ２０２１　２
階

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第188号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

030,026,0 山本歯科医院 〒630-0257
生駒市元町１丁目１３番
１号

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第185号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

030,206,8 ケイキ歯科医院 〒630-0201
生駒市小明町１５４９－
１　グレイス奥山１０３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第607号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

070,035,2 弓場歯科医院 〒636-0202
磯城郡川西町大字結崎字
園田５９４の９番地

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第886号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

080,048,3 中井歯科医院 〒635-0051
大和高田市根成柿６０６
－１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第559号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第66号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第66号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第196号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

080,085,5 岡本歯科医院 〒635-0087
大和高田市内本町８－２
７

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第297号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第143号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

080,101,0 医療法人賢藍会　やま
もと歯科

〒635-0015
大和高田市幸町３番１８
号　トナリエ大和高田３
階

有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第66号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

090,061,4 浦﨑歯科医院 〒632-0078
天理市杉本町２９０－４

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第183号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

090,075,4 にしかわ歯科口腔外科
クリニック

〒632-0081
天理市二階堂上ノ庄町１
４０－３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第565号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算２
　　　（外感染２）第19号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第127号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第84号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

120,108,7 医療法人橿の木会　さ
わやか歯科

〒634-0845
橿原市中曽司町１９１番
地の１４

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第884号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第36号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第82号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日

120,228,3 みぞかみ歯科 〒634-0821
橿原市西池尻町字八ノ坪
８７番１６号

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第106号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

120,249,9 山田歯科クリニック 〒634-0063
橿原市久米町５２４－１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第184号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

130,040,0 野口歯科医院 〒639-2200
御所市９１－１１

歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第169号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第169号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第112号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

140,022,6 今田歯科医院 〒637-0014
五條市住川町４８１番地
の１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第187号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

140,040,8 さくら歯科クリニック 〒637-0004
五條市今井５丁目１４８
４－４

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第714号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第66号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

150,083,5 村歯科 〒636-0013
北葛城郡王寺町元町１丁
目１－１１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第887号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

150,211,2 小野歯科医院 〒636-0073
北葛城郡河合町広瀬台３
－３－７

歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第6号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第6号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第245号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第67号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

180,061,5 西中歯科医院 〒639-0223
香芝市真美ヶ丘６－１０
エコール・マミ南館２Ｆ

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第793号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日

180,105,0 医療法人　涼風会　宮
崎歯科医院

〒639-0222
香芝市西真美一丁目５番
地１　プラザ西真美３０
０１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第885号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 4月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

180,116,7 よしむら・ファミリー
歯科

〒639-0223
香芝市真美ケ丘一丁目５
番１１号

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第882号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第798号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第417号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第445号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第242号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第194号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
在宅療養支援歯科診療所１
　　　（歯援診１）第26号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第151号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第166号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第711号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1264号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日

180,117,5 よしむらファミリー歯
科イオン・ビッグ香芝
院

〒639-0245
香芝市畑二丁目１５２８
番地

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第883号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第799号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第418号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第446号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第243号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第195号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
在宅療養支援歯科診療所２
　　　（歯援診２）第121号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第152号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第575号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第167号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第712号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1265号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

180,118,3 やまじ歯科医院 〒639-0251
香芝市逢坂１－４７７

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第800号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第244号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第576号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第713号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1266号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 3月 1日


